第８号様式（第７条関係）

年　　月　　日
沖縄県知事　　殿
法人所在地
学校法人名
理　事　長　名

学校法人　　　　　寄附行為変更認可申請書

	[bookmark: _Hlk201322317]学校法人　　　　　の寄附行為を変更したいので、私立学校法
	第108条第３項
第152条第６項において準用する同法

	第23条第１項
	の規定により、関係書類を添えて申請します。





 (
（参考）添付書類
１　寄附行為の変更部分に係る新旧対照表
２　変更の事由を記載した書類
３　寄附行為所定の手続を経たことを証する書類
４　変更後の寄附行為
５　その他沖縄県知事が定める書類
備考　寄附行為の変更が次の１から４までに該当する場合は、上記の関係書類のほかに、それぞれに掲げる書類を添付すること。
１　私立学校等を設置し、又は設置している私立学校等に課程、学科若しくは部（以下「課程等」という。）を設置する場合（広域の通信制の課程以外の通信制の課程を広域の通信制の課程とする場合を含む）
⑴　省令第三条第二項各号（第一号及び第八号を除く。）に掲げる書類（この場合において、同項第六号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは、「二年間」とする。）
⑵　開設年度の前々年度の財産の一覧その他の最近における財産の状況を知ることができる書類、貸借対照表及び収支決算書並びに開設年度の前年度の予算書財産の一覧その他の最近における財産の状況を知ることができる書類
２　私立学校を廃止し、若しくは私立学校に置いていた課程等を廃止する場合（広域の通信制の課程を広域の通信制の課程以外の課程とする場合を含む。）又は従来行
って
いた収益事業を廃止する場合に係るものであるとき
⑴　当該廃止する私立学校若しくは課程等又は収益事業に係る財産の処分に関する事項を記載した書
　
類
⑵　省令第三条第二項第一号及び第六号に掲げる書類（この場合において、同号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは、「二年間」とする。）
３　私立学校又は課程等を廃止し、その職員組織等を基に、他の都道府県知事又は指定都市等の長の所轄に属する私立学校又は他の課程等を設置しようとする場合
⑴　省令第三条第二項第一号及び第五号に掲げる書類
  
４　新たに収益事業を行う場合
⑴　省令第三条第二項第四号から第七号までに掲げる書類（この場合において、同項第六号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは、「二年間」とする。）
※提出の際は本テキストボックスを削除して提出してください。
)
